
経理情報●2026.1.10・20（No.1765）12

従
業
員
基
準
の
追
加
、手
形
払
等
禁
止
な
ど

改
正
下
請
法
の
概
要
と

実
務
上
の
留
意
点

第１章
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【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
下
請
法
の
改
正（
取
適
法
）は
、現
在
の

取
引
環
境
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に

行
わ
れ
た
。

●
取
適
法
で
は
、従
来
の
下
請
法
の
適
用

対
象
を
踏
襲
し
つ
つ
、そ
れ
に
加
え
て
、

特
定
運
送
委
託
と
い
う
取
引
の
内
容
の

基
準
お
よ
び
従
業
員
数
と
い
う
取
引
当

事
者
の
基
準
が
設
け
ら
れ
た
。

●
取
適
法
で
は
、従
来
の
下
請
法
で
定
め

ら
れ
た
禁
止
行
為
に
、新
た
に「
協
議
に

応
じ
な
い
一
方
的
な
代
金
決
定
」お
よ
び

「
手
形
払
」等
が
追
加
さ
れ
た
。

は
じ
め
に

２
０
２
５
年
5
月
16
日
、「
下
請
代
金
支

払
遅
延
等
防
止
法
及
び
下
請
中
小
企
業
振

興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」が
成
立

し
、
同
月
23
日
に
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
改

正
に
よ
り
、
従
来
の
下
請
代
金
支
払
遅

延
等
防
止
法（
以
下
、「
下
請
法
」と
い
う
）

は
、「
製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業

者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の

防
止
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
取
適
法
」

と
い
う
）と
改
め
ら
れ
た
。
取
適
法
は
、

２
０
２
６
年
1
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
適
用
対
象
当
事
者
は
、
同
日

以
降
に
発
注
さ
れ
た
適
用
対
象
取
引
に
お

い
て
、
取
適
法
の
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
改
正

点
を
中
心
に
取
適
法
に
つ
い
て
解
説
す
る

と
と
も
に
、
実
務
上
の
留
意
点
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

改
正
の
背
景

近
年
、
労
務
費
、
原
材
料
費
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
コ
ス
ト
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
を
受

け
、「
物
価
の
上
昇
を
上
回
る
賃
上
げ
」に
つ

い
て
、
政
府
で
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。

中
小
企
業
を
は
じ
め
と
す
る
事
業
者
が
賃

上
げ
の
原
資
を
確
保
す
る
た
め
に
、
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
適
切
な
価
格
転
嫁

を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の

考
え
の
も
と
、
下
請
法
に
お
い
て
は
、
コ

ス
ト
上
昇
局
面
に
お
け
る
価
格
据
置
き
対

応
へ
の
あ
り
方
、
荷
主
・
物
流
事
業
者
間

の
取
引
へ
の
対
応
の
あ
り
方
、
事
業
所
管

省
庁
と
連
携
執
行
を
強
化
す
る
た
め
の
事

業
所
管
省
庁
の
指
導
権
限
の
追
加
等
が
検

討
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
検
討
を
経
た

の
ち
、
下
請
法
は
取
適
法
と
名
前
を
変
え
、

運
送
委
託
を
規
制
の
適
用
対
象
に
追
加
、

協
議
を
適
切
に
行
わ
な
い
代
金
額
決
定
の

禁
止
や
手
形
払
等
の
禁
止
と
い
っ
た
禁
止

行
為
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
面
的
執
行

の
強
化
を
徹
底
す
る
な
ど
の
改
正
が
な
さ

れ
た
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
3
つ
の
観
点

か
ら
各
改
正
内
容
の
要
点
に
つ
い
て
解
説

す
る
。

適
用
対
象
の
拡
大

取
適
法
の
適
用
対
象
と
な
る
か
ど
う
か

は
同
法
の
対
応
を
検
討
す
る
う
え
で
の
出

発
点
と
な
る
た
め
、
そ
の
理
解
は
重
要
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
、下
請
法
に
お
い
て
は
、

迅
速
か
つ
効
果
的
に
規
制
す
る
こ
と
を
ね

ら
い
と
し
て
、
同
法
の
適
用
対
象
と
な
る

範
囲
に
は
形
式
的
基
準
が
用
い
ら
れ
、
①

取
引
の
内
容
と
、
②
取
引
当
事
者
の
両
面

か
ら
判
断
さ
れ
て
き
た
。
取
適
法
に
お
い

て
も
、
①
取
引
の
内
容
と
、
②
取
引
当
事

者
の
両
面
か
ら
適
用
対
象
を
判
断
す
る
こ

と
に
は
変
わ
り
な
い
が
、
①
お
よ
び
②
の

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
適
用
対
象
が
拡
大

さ
れ
た
。

⑴
　
取
引
の
内
容

①
　
特
定
運
送
委
託
の
規
制
対
象
へ
の

追
加

下
請
法
の
規
制
対
象
と
な
る
取
引
は
、


